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人口減少の加速、人手不足の深刻化、そして急速なデジタル化――。中小企業を取り巻く
経営環境は、今、大きく変化しています。人口減少時代を生き抜くためには、過去の成功体験
に縛られない、新たな経営戦略への転換が不可欠です。激変する人口動態を見据え、今こそ
変化をチャンスにする適応力が試されています。

本マニュアルは、人口減少時代において、中小企業の経営者が何をすべきかを解説してい
ます。特徴は、人口減少時代に適応した優れた経営を行う企業経営者の声を集め、その共通
点を体系化しているということ。また、さまざまな施策を掲載するにあたり、多くの中小企業が
実現可能な施策を厳選するということにもこだわりました。想定している読者は、日々地域に
必要不可欠な事業を行う一般の中小企業経営者です。ですから、大企業だけが実現可能な施
策や特別な企業だけが行いうる施策を取り上げるというのではなく、ごく普通の中小企業が手
を付けられるような施策に限定して取り上げています。

「人口減少時代の中小企業経営論」は３冊構成で、２冊のマニュアルと１冊のレポートで構
成されています。「抜本的な待遇改善を前提とした採用・定着マニュアル」は採用や定着におい
て中小企業が取り組むべき施策を取り上げています。「新たな採用を前提としない業務改革マ
ニュアル」は業務プロセス改革などの施策を盛り込んでいます。

さらに、経営者が取りうる選択肢は、事業を継続することのみではありません。「経験者が語
る円滑に事業をたたむための廃業・事業譲渡レポート」は廃業や事業譲渡という選択を、これ
からの時代に必要な高度な経営戦略として位置付けた上で、その道を選んだ経営者の経験談
を取り上げたレポートに仕上げています。

２冊のマニュアルでは、この困難な時代を生き抜くため、中小企業が取り組むべき施策群を
5つの柱に分類して概説しています。その５つの柱とは、①事業戦略を描き直す、②定着する
組織を築き上げる、③業務プロセスを刷新する、④少数精鋭の採用をする、⑤外部連携を検
討する、です。

また、これらの施策群には緩やかな順序があります。まず行うべきは、事業戦略と定着、業
務プロセスに関する事項です。これらは、中小企業が着手すべき中核となる施策です。一方、
採用に関してはこれらの施策がある程度軌道に乗ってからでないと成果が出にくいものです。中
核的な施策を進める中で、成果を感じたら本格的に取り組んでいってもよいでしょう。最後の
外部連携は短期ではなく、中長期的に未来を見据えて取り組んでいくべきものです。いずれも
相手との関係性があるため、じっくり信頼関係を築きながら進める必要があります。

「採用・定着マニュアル」の使い方
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提示している施策はいずれも机上の空論ではなく、実際に成果を出している経営者の声か
ら抽出したものです。このため、どのような業界・地域の企業においても、自社で取り組むこと
ができそうな施策がいくつか見つかるはずです。

人口減少は短期的に止めることはできませんが、これに適応した経営への転換は経営者の
決断一つで可能です。本マニュアルが、皆様の会社が新たなステージへと一歩踏み出すため
の指針となれば幸いです。

さらなる施策は「業務改革マニュアル」もご参照ください。
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人口減少時代の労働市場は、待遇改善が大前提

社長、ほんとうにその待遇で人材確保ができますか

図表1 日本の人口推移

図表2 雇用人員判断DI

図表3 人手不足の状況と深刻度

出典：国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」

出典：日本銀行「日銀短観」

出典：日本商工会議所・東京商工会議所「人手不足の状況および多様な人材の活躍等に関する調査」

今後、日本の生産年齢人口は 
急速に減少する

かつて日本企業は豊富な労働力を背景に、企
業側が優位な立場で人材を選別し、雇用条件を
決定することができました。しかし、これからの時
代においてその常識はもはや通用しません。
まず直視しなければならないのは、今後、日本
人が減り続けるという現実です。国立社会保障・
人口問題研究所の「将来推計人口」によると、
日本の人口は2008年の1億2808万人をピーク
として、すでに減少局面に突入しています 図表1  。
この減少トレンドは一時的なものではなく、今
後さらに加速していくことが予測されています。
2020年時点の1億2615万人から、2030年に
は1億2012万人、2040年には1億1284万人と
なり2060年にはついに１億人を切って9615万
人にまで減少すると見込まれています。
これは単なる総人口の減少にとどまらず、企業
の採用ターゲットとなる生産年齢人口のパイその

ものが急速に縮小していくことを意味します。た
とえば、18歳人口について見ると、2020年時点
の117万人から2040年には82万人に減ります。
そう考えれば、これまでと同じような採用活動を
行っても応募者が集まらないこと、同じような労
働条件を整えても他社に流出してしまうことは、当
然の帰結といえます。人口減少は、すべての企業
にとって避けられない所与の条件として経営戦略
の根幹に組み込む必要があります。

日本社会は空前の人手不足に

人口構造の変化は、労働市場の需給バランス
を根本から覆しています。日本銀行の「日銀短観」
における人手不足に関する指数である雇用人員
判断DIの推移を見ると、この変化が顕著に表れ
ています 図表2  。1990年代から2010年代初め
にかけて、日本企業は恒常的に人手の過剰感を
抱えていました。この時代、多くの経営者はいか
に人員を獲得するかよりも、いかに受注を得るか

という点に頭を悩ませていたはずです。
しかし、この流れは2010年代半ばから完全に
反転しています。人余りは過去のものとなり、現
在では深刻な人手不足へと状況が一変していま
す。これから社会に出る若年層の減少は、新卒
採用や若手人材の確保が今後さらに困難になる
ことを示唆しています。過去30年間の成功体験、
募集をかければ人は来るんだという感覚は、現在
の労働市場では通用しないと認識すべきです。空
前の人手不足時代において、人材確保の難度は
かつてないレベルに達しています。

労働市場において、 
希少な人手を奪い合う構造は定着する

現在の人手不足は、景気循環による一時的な

現象ではなく、構造的な問題として定着しつつあ
ります。日本商工会議所および東京商工会議所
の「人手不足の状況および多様な人材の活躍等
に関する調査」によれば、人手が不足していると
回答した企業の割合は2020年の36.4％から
年々上昇を続け、2024年時点では実に63.0%
に達しています 図表3  。こうした状況をみると、多
くの企業においてポストが空いたまま埋まらない
といったような状況が常態化していることがうか
がい知れます。
さらに注目すべきはその不足の帰結です。人手
不足を感じている企業のうち、事業運営に深刻
な影響があり、廃業のおそれがあるとする「非常
に深刻」な企業と、今後の事業継続に支障が出
るおそれがあるとする「深刻」な企業を合わせると、
その割合は65.5%に達しています。もはや人手
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図表4 年収、労働時間、時給の推移

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」

図表5 性・年齢別の平均週労働時間数

図表6 平均年次有給休暇取得率の推移

出典：総務省「労働力調査」

出典：厚生労働省「就労条件総合調査」

が足りずに忙しいというレベルではなく、人手が
足りないことで事業継続そのものに支障が出る
局面に至っているのです。 

人材確保のためには、 
抜本的な賃金引き上げが不可避に

この過酷な人材獲得競争の中で事業を継続す
るためには賃上げが前提となりつつあります。実
際、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」で時給
の推移を見ると、労働時間は減少傾向の一方で、
時給水準は右肩上がりで上昇を続けていま
す 図表4  。
労働市場における価格である賃金は、需給バ

ランスによって決まります。供給である働き手が
減り、需要である求人が増えれば、価格が上がる
のは経済の原則です。うちは大手じゃないから、
あるいは業界のこれまでの相場はこれくらいだか
らという主張は、求職者には響きません。
賃金単価が上昇している現状を直視し、相場

に見合った、あるいはそれを上回る賃金提示がで
きなければ、採用の土俵に上がることが難しくなっ
ているのが現実です。抜本的な賃金引き上げは、

事業を継続するための前提であると捉え直す必
要があります。

働き手の希望に沿った条件を提示した 
企業だけが人材を安定的に確保できる

賃金と並んで労働時間や休暇日数などの労働
条件についても、求職者がシビアに検討する状
況へと変化しています。総務省「労働力調査」で
性・年齢別の平均週労働時間数の推移を見ると、
あらゆる年齢階層で労働時間が減っていること
がわかります 図表5  。
特筆すべきは、これまで長時間労働を担ってき

た働き盛りとされる20代から40代男性において
も、労働時間が大きく減少している点です。たと
えば、30代男性の週労働時間は2000年時点で
の50.9時間から2025年には42.5時間と、8.4
時間減りました。これまで一日2時間残業しても
らっていたものが、現在ではほとんど残業させら
れないほどにまで労働時間は急減しているのです。
厚生労働省「就労条件総合調査」によれば、

平均年次有給休暇取得率も右肩上がりで上昇
を続けています 図表6  。グラフからは、かつて

50%前後で推移していた取得率が、近年では
60%を大きく超える上昇カーブを描いている様子
が見て取れます。
かつては有給休暇が取れないのは当然という
風潮がありましたが、有給休暇の消化が当たり前
になった現代においては、休みが取りにくい企業
は選ばれなくなっています。
こうした状況下においては、長時間労働で業
務を回すという発想は非現実的です。また、休み
が取りにくい職場環境をそのままにすれば、従業
員は大量に流出してしまうでしょう。経営環境の
変化によって、労働時間を短縮しつつ、休みを取
りやすい環境を整備し、働き手の希望に沿った
条件を提示した企業だけが、選ばれる時代になっ
ているのです。

事業の継続にあたっては、 
人手確保が最優先の時代に

人手不足が事業継続の最大のリスクになりつ
つある状況において、人材確保は経営の持続性
のための根本課題となっています。  
経営者は、採用難を若者の意識の変化などの
精神論で捉えるのではなく、労働市場の客観的な
構造変化の結果として受け止める必要があります。
待遇改善には原資が必要であり、痛みが伴う決
断なのは間違いありません。しかし、人がいなけ
れば事業は継続できないということも事実です。
この条件でほんとうに人材確保ができるのかとい
う問いに対し、自信を持ってできると答えられるよ
うな待遇改善と環境整備が、人口減少時代を生
き抜くための必要条件となっています。
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売上拡大には顧客満足の追求が必要

過去の常識

これからは従業員を
確保できる企業だけが生き残る

これからの考え方

CASE 01

株式会社坂口捺染
製造業業種

204人従業員数

1953年創業年

CASE 02

株式会社エイコー商事
卸売業、小売業業種

81人従業員数

1986年創業年

現代において、 
最優先は顧客ではなく従業員

かつて日本企業の間では「お客様は神様」
であり、顧客の要望に最大限応えることこそ
が企業の至上命題でした。しかし、深刻な
人手不足が常態化した現代において、その
優先順位は変化しています。
これからの時代、経営で最優先すべきは
顧客ではなく従業員です。従業員の確保なく
して売上や利益の確保はできない、事業継
続はあり得ないという考え方が、成長企業の
新たな共通認識となりつつあります。
顧客満足度よりも従業員満足度を徹底
的に優先し、エンゲージメントサーベイなど
を活用しながら従業員が疲弊しない環境を
作っている会社もあります。結果的にサービ
スの質が向上し、業績が伸びている事例も
少なくありません。従業員が心身共に健康
で意欲的に働ける環境があって初めて、顧
客に価値あるサービスが提供できるのです。

従業員が確保できない企業は 
売上が立たなくなる

どれほど市場に需要があり、注文が殺到
しても、それに応える人手がなければ売上は
立ちません。無理をして少ない人数で現場

を回そうとすれば、長時間労働による疲弊で、
既存社員のさらなる離職を招くという負のス
パイラルに陥ります。実際に、人手不足を背
景に廃業や事業譲渡を選択する企業も増え
ています。事業を継続するという決断をする
のであれば、従業員を守り、定着させること
を最優先に考えるべきです。従業員を失うこ
とは、取引先を失うことよりも大きな損失で
あるという認識を持つ必要があります。

少数の人手を確保できる企業が、 
高付加価値で適正な対価を得る

今後、人手不足はこれまで以上に深刻化
することが見込まれます。そうなれば、限ら
れた人員で高い付加価値を提供できる企業
が、適正な対価を得て事業を継続できる環
境となるはずです。
かつてのように薄利多売で収益を得るビ

ジネスモデルは、希少化する従業員の疲弊
を招き、持続性を失うでしょう。無理な要求
をする顧客や、利益率の低い仕事は請け負
わず、適正な価格で取引する勇気が経営者
に求められています。
少数精鋭で高収益を上げ、その利益を従

業員の待遇改善や環境整備に再投資する
サイクルを作ることが、これからの時代にお
ける企業の重要な生存戦略になります。

これからは従業員の待遇と企業の業績は
両方がないとだめです。だからそこには必ず
分析がいるんです。こういうことがしたい、そ
うすれば従業員も絶対喜ぶと。
でもそれだけじゃなくて、それをやるために
今の現状を把握して、そこに対して金融機関
からの融資が必要なのかどうか。それの返
済期間を考えて事業計画を立てて、実際にど
ういった未来が描けるのか。そういった数字
は自身のノートで財務状況などを毎日チェッ

クしています。こうやって数値を徹底的に
チェックしていく中で、頭の中で自身の経営
の将来像が全部見えているんです。
これからの時代、9割以上の中小企業は
そもそも人を雇えない時代になるでしょう。そ
うなってから動き出すのでは遅いのです。ど
うしてうちで働きたいのかといえば、人への
共感があるから。あくまで人にフォーカスす
る。だから、うちに人が集まるのです。

当社の整備工場は冷暖房完備、工場中
央の通路を中心に工程が流れるレイアウト
が特徴。設備投資で導入しました。冷暖房
完備の工場は数億円単位の投資が必要で
ランニングコストもかかります。業界では多
くの工場が今でも夏は暑く冬は寒いままで、
このような従業員の労働環境を重視した当
社の取り組みは、大きな差別化になっている
と感じています。
中古車販売業は近年倒産件数が多いん

です。ディーラーさんの整備士不足で他社へ
の外注も増えています。その中で当社は整
備士が長く働きたいと思える環境を作り、よ
い人材を集め、育てていきたい。
今、地域の人口は減り始めていますが、
車の保有台数は減っていません。今後も整
備・中古車需要が急に縮小するとは考えにく
い。今は負担大でも、将来生き残り、高まる
整備需要を吸収できる体制を戦略的に作っ
ています。
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採用のためにまず PRをしよう

過去の常識

働きやすい環境を作らなければ、
人を採ってもやめていく

これからの考え方

CASE 01

株式会社フジイ金型
製造業業種

75人従業員数

1976年創業年

CASE 02

大橋運輸株式会社
運輸業、郵便業業種

102人従業員数

1954年創業年

採用にはお金や時間など 
多大なコストがかかる

人材採用において、自社の存在を知って
もらうためのPR活動は不可欠です。しかし、
それには相応の費用と労力、そして時間がか
かります。
知名度の低い中小企業が求職者に振り
向いてもらうためには、単に求人票を出すだ
けでなく、SNSでの発信、ホームページの
刷新、動画制作、地域のメディアへの露出
など、あらゆるチャネルを使って手数をかけ
る必要があります。
これらは一朝一夕に効果が出るものでは
ありません。採用単価が高騰する中で、認
知を獲得するための投資は企業利益を大き
く左右するコストになります。

イメージだけをよくしても 
中身が伴わなければ見抜かれる 

一方で、どれほど見栄えのよいPRを行い、
表面的なイメージをよくしても、実態が伴っ
ていなければ求職者には見抜かれます。特
に若い世代は、SNSや口コミサイトなどを通
じて企業の素顔や実際の働きやすさを敏感
に察知しています。
入社前のイメージと入社後の現実に大き

なギャップ（リアリティショック）があれば、せっ
かく採用した人材も早期に離職してしまいま
す。よいことばかりを並べ立てるのではなく、
仕事の厳しさや課題も含めてありのままを伝
え、それでも共感してくれる人材を集めるより
ほかにありません。

従業員が働きたいと思える 
環境を作ることが王道 

そう考えると、結局のところ今いる従業員
がこの会社で働き続けたいと心から思える環
境を作ることこそが、最も重要な人材確保の
ための戦略となることがわかります。
従業員満足度が高まれば、自然とよい口

コミが広がり、応募が増えます。また、リファ
ラル（紹介）による採用が増えたり、かつてや
めた社員が戻ってきたりすることもあるで
しょう。
これからの厳しい労働市場において、それ
でも人材を確保していこうと考えるのであれ
ば、そこに費用をかけることは避けて通れま
せん。こうしたなか、採用のために大きな費
用を投じるよりも、むしろ魅力的な職場環境
を整えることそのものがPRとなります。
人が人を呼ぶ状態を作ることが、限られた

予算のなかで採用難を乗り越える王道なの
です。

119日の年間休日を137日に増やしまし
た。休みを18日増やして週休2日が2.5日ほ
どに。営業部門は土日に加え、平日も半休
が取れます。工場部門は「6

ろっかよんきん

稼4勤」といって、
月～土の6稼働日のうち4日勤務するシフトを
隔週で組んでいます。
所定は1日8時間勤務のままなので勤務時
間も減っています。残業も当初は増えると予
想しましたが、意外に変わりませんでした。
元々残業しない従業員は新体制でも残業せ

ず、毎月30時間申請する従業員は30時間
申請のまま。残業に関しては仕事量というよ
りも、給料と時間どちらを増やしたいか個人
の志向やライフスタイルが反映されている面
が大きいと感じます。
採用が難しくなる中、休みの多さはアピー

ルできると考えて、募集要項にも「年間休日
137日」と明記。最近は「休日が多い」と応
募する若者が増えていますし、「休みが多い
会社」が若手応募の決め手になっています。

当社の社員は子育てなどの生活環境に応
じて週3日勤務や1日4時間からの勤務に対
応しており、短時間勤務でも賞与の対象とし
たり、管理職登用を可能としています。
健康経営に力を入れ、シニア社員の雇用
延長なども経営戦略の一つと位置付けてい
ます。中小企業は人材の替えが利かないの
で、今いる社員には健康で長く働いていただ
く必要があります。たとえば月に2時間程、就
業時間中にヨガや運動をする時間を設けて

います。また社員の安全確保のため栄養面
にも配慮しています。
採用について、以前は応募がほぼなかっ

たのですが、現在新卒採用が7年連続行わ
れ、他府県の高卒者も入社。年間応募者
数は約140～150名に上り、採用倍率は約
10倍程度までに。応募者は給与や福利厚
生に加え、「地域活動」「ダイバーシティ経
営」、あるいは「健康のことまで気遣ってくれ
る」という点で当社を選んでくれています。
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CASE 01

株式会社錦水館
宿泊業、飲食サービス業業種

135人従業員数

1902年創業年

CASE 02
株式会社
当間高原リゾート・ベルナティオ

宿泊業、飲食サービス業業種

230人従業員数

1996年創業年

待遇改善さえ図れば人は定着する

過去の常識

社員との徹底したコミュニケーションが
定着につながる

これからの考え方

待遇改善は大前提。だがそれだけで
定着するわけではない 

賃上げや休日数の増加といった抜本的な
待遇改善は、人材確保のスタートラインです。
一方で、金銭的な条件や休みの多さだけ

で社員が定着するかといえば、そうではあり
ません。給与が高くても、人間関係がよくな
かったり、仕事へのやりがいを感じられなかっ
たりすれば、人は離れていきます。待遇改善
は不満を減らす要因にはなりますが、それだ
けで積極的に働き続ける理由にはなりません。

自社で働き続ければ明るい未来が 
あると感じて初めて定着する

社員に長く会社に留まってもらうためには、
この会社で働き続ければ、自分のキャリアや
人生がよくなると感じられる環境を作ること
が重要です。自分の仕事が正当に評価され、
スキルアップに応じて昇給や昇格の道筋が
明確であること、そして会社自体が成長して
いくビジョンが共有されていることが、社員
の安心感と意欲につながります。
また、ライフステージの変化に合わせて、
勤務形態を柔軟に変更できるなど、長く働き
続けられる制度設計も未来への安心感を醸
成します。自社の将来性と個人の成長がリ

ンクしていると感じられることは、社員の定
着における極めて重要な要素です。

社員とのコミュニケーションは 
欠かせない 

定着のカギを握るさらに重要な要素は、
日々のコミュニケーションによる良好な人間
関係の構築です。
経営者や上司が、社員一人ひとりの声に

耳を傾け、悩みや希望を理解しようとする姿
勢が不可欠です。定期的な1on1面談や食
事会、サンクスカードのような感謝を伝え合
う仕組みなど、対話の機会を意識的に設け
ることで、風通しのよい組織風土を形成して
離職率を抑制している企業は多くありました。
社員は、大切にされている、見てくれてい

るという実感を持つことで、組織への帰属意
識（エンゲージメント）を高めます。制度や待
遇といったハード面に加え、対話というソフ
ト面でのケアが、離職を防ぐ有効な手立てと
なります。

離職率は大きな課題でした。15年前は一
時40％になったこともあります。社内アン
ケートでは「自分がどう評価されているのか
が見えない」という意見が多く、残念ながら
「夢がない」と感じて転職する人が少なくあ
りませんでした。
当時は人事評価の仕組みもなく、トップダ

ウンの会社だったので、社長に評価された人
が上にいくのではないかという疑念があった
のではないかと思います。

最初はどのような評価制度が適切か、わ
かりませんでした。評価制度は、外部のコン
サルタントに協力してもらいながら課題を共
有し、従業員にも社内アンケートをとりなが
ら評価基準を決めました。アンケートは匿名
でしたので、かなり辛辣な意見が多かった。
経営自体が間違っているのではと自信をなく
すこともありました。ただ、そう思わせている
のは会社の経営者の責任だと思い、社内の
人事制度から変えていったのです。

当社の特徴は、新入社員が入社から1年
間、総支配人である私の直属の部下になる
ことです。現場の上長に任せるのではなく、
組織のトップが責任を持って、社会人として
の土台となるマインドを教え込みます。
他社では「総支配人と話したことがない」

という若手や、支配人が管理職としか話さな
いことも多いようですが、弊社では私から積
極的に現場の若手の話を聞くようにしていま
す。四半期に一度必ず全新入社員と1on1

面談を行い、悩みなどに耳を傾けます。
人を大切に育てる文化が定着したことで、
全体の離職率も現在4.2%まで下がってい
ます。特別な採用活動をしているわけではあ
りませんが、地元の専門学校などの先生方が
「ベルナティオに行けば、大切に育ててもら
えるから」と理解してくださり、優秀な学生さ
んを推薦してくれるようになりました。評判
が評判を呼び、人が集まる好循環が生まれ
ています。
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CASE 01

八雲製菓株式会社
製造業業種

50人従業員数

1950年創業年

CASE 02

株式会社飛騨ダイカスト
製造業業種

59人従業員数

2005年創業年

自社の存続のために
若い人を採用したい

過去の常識

今いる人に働き続けてもらうための
仕組みを考える

これからの考え方

若年層の採用市場は、 
かつてないほど激しい争奪戦に

少子化が加速する日本において、新卒や
若手人材の採用市場は最も難しい市場と
なっています。知名度、資金力、福利厚生な
どで勝る大企業が優秀人材の確保に苦戦す
る中、中小企業が優秀な若手を大量に採用
することは困難です。
若手だけにターゲットを絞った採用戦略は、

コストがかさむばかりで成果が出にくいとい
うリスクがあります。若手の採用自体を続け
るとしても、そこに依存しすぎることなく、現
実を見据えた人材戦略への転換が求められ
ています。

新戦力を求めるより 
今いる人に活躍してもらう

新たな人材を採用することの難度とコスト
を考えれば、今いる従業員に長く、健康に活
躍してもらう道筋を考える方が現実的といえ
ます。定年の延長や再雇用制度の充実、シ
ニア層でも無理なく働けるような業務の切り
出しや設備の導入など、既存戦力をいかに
活用するかに注力すべきです。
また、健康経営を推進し、病気や不調に
よる離脱を防ぐことも重要です。長年会社に

貢献し、業務知識やノウハウを持ったベテラ
ン社員が働き続けられる環境を整えることは、
採用難の時代における最も確実な戦力確保
策です。

女性やシニアの活用には、 
報酬・評価制度の改革が不可欠

今社内にいる女性やシニアなどの人材に
継続して働いてもらうためには、業務の在り
方を再考し、画一的な人事制度や年功序列
型の賃金体系を見直す必要があります。
短時間勤務であっても成果に応じて正当

に評価される仕組みや、年齢・性別などに関
係なく役割や成果、貢献度に応じて処遇が
決まる公平な報酬制度が不可欠です。当然
に、これは社員側も貢献ができていなければ
高い報酬を得られないということです。人事
制度の見直しとともに、従業員に対してはこ
れまで以上に丁寧なコミュニケーションが必
要になるでしょう。
多様な働き方を認めつつ、短い時間でも

それぞれの貢献度を可視化し、納得感のあ
る処遇を提供することで、あらゆる属性の従
業員がモチベーション高く働き続けることが
できます。制度の柔軟性を高めることが、多
様な人材の定着と活躍を引き出すカギとなり
ます。

元々勤続年数が長い高齢者が多く、若手
主体に切り替えるのも、簡単にできることで
はありませんでした。そこで人材確保を目的
として、できるだけ長く働いてもらうための環
境を整えようと考えたわけです。
そのための一環として人事制度の改革に
着手しました。社労士の先生を招き入れ、働
き方の見直しや人事考課を取り入れる検討
を進めました。2020年に定年を65歳に引
き上げ、選択定年制度を導入。60歳を過ぎ

ればいつでも退職でき、希望すれば65歳ま
で勤められるという制度です。また65歳以
降は、一定条件のもと70歳まで1年ごとの
更新で再雇用を行い、70歳以降も本人の
健康状態や希望を優先して再雇用を行う制
度に。
就業規則においても、労働時間の弾力化

を図りました。65歳を過ぎると選択制で週1
回休みが取得でき、土日を加えて週休3日に
なります。また短時間勤務も可能です。

パート雇用はなく全員正社員で採用。
パートタイムの方は「時短社員」と呼び、希
望する時間・時間帯を相談して決めています。
時短社員は日勤のみで、最も短い方の勤務
時間は5時間です。休みも自由で有給休暇
取得率はほぼ１００％。
今の形態にしたのは、ライフステージが変
化しても働き続けてもらうためです。検査員
はほぼ未経験からスタートし、スキルマップ
を作って毎年技量の検証もしています。

時短社員の基本給は時給換算ですが、フ
ルタイム社員のたとえば4分の3の額で同一
労働・同一賃金になるよう算定しています。
賞与も出ますし査定も同評価基準。有給休
暇も1時間単位で取得できます。
パートタイムの方も社員に劣らぬ戦力とな

る中で、賃金や待遇に格差があるのは不公
平なのではと。同じ仕事をしているのに待遇
が違うとなるとモチベーションの低下や離職
にもつながります。
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CASE 01

株式会社スマイルリンクル
宿泊業、飲食サービス業業種

140人従業員数

1994年創業年

CASE 02

社会福祉法人明育
医療、福祉業種

127人従業員数

2016年創業年

人が集まる会社には
何か特別な秘訣があるはずだ

過去の常識

人材確保のためには
あらゆる手段に全力を尽くす

これからの考え方

一つこれをやれば解決する 
という施策はない 

採用に関して「このサービスを使えば」「給
料を上げれば」といった、何か一つを実行す
れば必ず人が集まるという魔法のような特効
薬は存在しません。
採用に成功している企業は、WEBや

SNSの活用、リファラル採用、学校訪問、
職場環境の改善、報酬体系の見直し、福
利厚生の充実など、考えうるあらゆる手段を
同時並行で実行しています。
地道な活動の積み重ねこそが、結果として
採用力につながっているのです。採用には、
自社の課題に合わせて、多角的なアプロー
チを継続的に行う粘り強さが求められます。

補助職、スポットワークなど 
さまざまな就業形態を提示

現代において、フルタイムで働き続けられ
る人だけで人員を構成することはほぼ不可能
です。今は、中小企業においても、専門知
識や熟練の技を有する人がすべて一気通貫
で行っていた業務を細かく分解し、未経験者
や短時間勤務者でも担える部分を補助職や
スポットワークとして採用するアプローチが
浸透し始めています。

たとえば、調理作業、清掃、物品補充と
いった限定的なタスクからスタートできる仕
組みを整えることで、採用のハードルを下げ
ている企業がありました。
切り出された業務によって、フルタイムで

の勤務が難しい子育て世代やシニア層、障
害のある方 も々貴重な戦力として活躍できる
ようになります。朝夕の数時間だけ働くスポッ
ト勤務の導入は、正社員が本来の専門業務
や質の高いサービスに集中できる時間的な
余裕を生み出します。

正社員登用、アルムナイ、副業人材
の活用など新たな領域の開拓を 

従来の新卒・中途採用といった枠組みに
とらわれず、新たな採用ルートを開拓する柔
軟な発想が必要です。
意欲あるアルバイトスタッフを正社員に登

用する道を確立したり、副業人材を活用する
といった事例、あるいは一度退職した元社員
（アルムナイ）とのつながりを維持して再雇用
したりする取り組みが有効だったと振り返る
経営者もいました。
これまでどおりの採用ターゲットを掲げる

だけではなく、固定観念を捨て、あらゆる形
態の人材がアクセスできる間口の広さが、人
材確保の可能性を広げます。

月に1度、選ばれたアルバイトスタッフと私
で食事に行きます。これは「根回し」の場で
もあります。会社の魅力や将来性を伝え、そ
の場で「いつでもうちの社員になれるよ」と、
いわば合格通知を出してしまう。断られても
いい。アクションを起こさなければ何も始ま
りません。100人に声をかけて、3人でも振
り向いたら大成功。常に「振られる覚悟」で
アプローチしています。
また、退職して3カ月後、1年後といった

タイミングで、OB・OGを招いて集まる機会
を設けています。いわゆる「アルムナイ」で
すね。
一度外の世界を見た上で、「やっぱりスマ

イルリンクルがよかった」と戻ってきてくれる
ケースがあれば、彼らは会社の文化やオペ
レーションを熟知していますから、まさに即
戦力です。一度は離れても、つながりを大切
にし、いつでも戻ってこられる関係性を築い
ていきたいと考えています。

当社では「チームジョブ」に取り組んでい
ます。保育補助も活用し、子どもの発熱や
行事参加などはもちろん、自身の体調不良で
も、遠慮なく休める体制を考えました。美容
院や映画など息抜きにお休みしてもOK。子
育て中の保育士が忙しい朝夕には支援セン
ターの方に手伝ってもらっています。クラス
担任は体力的にきついけれど、時間に融通
の利く年配の方も多数活躍中です。
また、当社には突然の託児依頼が来るの

ですが、短時間勤務の方にはまず託児スタッ
フとしてそうしたスポットワークを経験してい
ただき、徐々に経験を重ねた上、国家試験で
資格取得後、支援センターの職員へと導い
て、最終的に保育園で活躍していただいて
います。
保育士資格がなくても散歩の引率や掃除

など補助業務に従事できます。クラス担任に
なるのは難しいですが、担任のもと十分に貢
献していただいており、非常にありがたいです。
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CASE 01

株式会社吉備総合電設
建設業業種

75人従業員数

1963年創業年

CASE 02

アサヤ株式会社
卸売業、小売業業種

約85人従業員数

1850年創業年

人材サービスを使えば
採用できるはずだ

過去の常識

社長自らが動かなければ
採用はできない

これからの考え方

ハローワークや民間職業紹介所に 
任せるだけでは採用はできない

求人票を出して待っていれば誰か来るだ
ろう。お金を払ってエージェントに任せれば
なんとかなるだろう。もはやこうした受け身
の姿勢では、現代の激しい採用競争を勝ち
抜くことはできません。
求職者は企業の熱意や本気度を敏感に
感じ取ります。ハローワークや人材紹介、求
人メディアといった人材サービスはあくまで
ツールであり、その使い手が主体性を持たな
ければ機能しません。採用は経営の最重要
課題であり、人任せでなんとかなる業務では
ないという認識が必要です。

大学・高校へのネットワークづくり、 
職業紹介所の戦略的活用を

学校との関係構築においては、経営者や
採用担当者が自ら足を運び、顔を合わせて
信頼関係を築くことが重要です。先生や担
当者に自社の魅力や育成方針を熱心に伝
え、この会社なら生徒を安心して任せられる
と思ってもらうことが、継続的な紹介につな
がります。
ハローワークなどの職業紹介所に対して

も、単に求人票を送るだけでなく、担当者と

コミュニケーションを取り、自社のことを正確
に理解してもらう努力が、求職者への適切な
マッチングを生みます。地道なネットワーク
づくりが、採用のパイプラインを太くします。

SNS活用、HP、コンセプトづくりなど、
社長自らが動く 

自社の魅力やビジョンを最も熱く語れるの
は、経営者自身です。SNS活用やホーム
ページでのメッセージ発信、採用コンセプト
の策定において、トップが自ら関与し、前面
に出ることが強力な採用広報となります。社
長がSNSで日常や想いを発信することで、
求職者に親近感や信頼感を与え、この社長
のもとで働きたいという動機形成につながる
ケースも多くあります。
トップが採用に本気であるという姿勢を社
内外に示すことは、社員の協力を引き出し、
求職者の心を動かす原動力となるのです。

社長に着任して6年間、若手の採用に力
を注ぎました。最初に取り組んだのが、制服
の一新、次がホームページのリニューアル。
予算をかけて刷新し、仕事紹介動画を採用
ページに掲載するなど、頻繁に更新しました。
さらにSNSの活用にも取り組みました。若
い人とコネクションを築くにはインスタグラム
だと思い、新たに開設しました。
当初は社長自らが全部一人で回しました。

その経験から、小規模の会社は、最初は社

長が関わった方がいいと感じました。基本
的な仕組みは理解しておくべきですし、社長
は採用への危機感で切羽詰まっており、や
らざるを得ないのです。
現在フォロワーは1000名を超えてきたの

で、若い人にも刺さったのではと感じます。
実際入社した従業員に聞いてみると、必ず
ホームページやSNSはチェックしており、今
は求人募集からではなく、それらを見て応募
してくれる人も少なくありません。

家業を継ぐ形で気仙沼に戻ったとき、当
社は新卒採用を凍結しており、ほとんどが中
堅以上のベテラン社員でした。上の代と年
齢差があり、最初が一番難しかったです。
転機となったのが、新卒採用の際、登録

されている候補者の携帯にショートメールを
送ったこと。相手は千葉の学生だったんです
が、「今度東京出張があります。一度話しま
せんか？」と。それは民間求人メディアの担
当者の方にアドバイスしてもらいました。

そのあと交通費を出すから現地も見学し
てほしいと言って来てもらい、漁師さんと雑
談して帰り際に「今度ロープ持ってきてね」
と頼まれるような当社の雰囲気を伝えました。
その学生は他社を内定辞退して当社に入社
し、中核として頑張っています。
こうして徐々に採用を増やしました。今で
は若手が休み時間にキャッチボールしたり、
喫煙所の前で話したりします。そうすると馴
染みやすそうな気がしますよね。
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CASE 01

株式会社加藤組
建設業業種

99人従業員数

1924年創業年

CASE 02

有限会社鉱脈社
製造業、情報通信業業種

26人従業員数

1972年創業年

採用や定着の手段は
自社単独で考えなければ

過去の常識

専門家、行政、経済団体など
外部関係者との連携を

これからの考え方

数年前から人事評価やそれに紐付く給与
体系を明確化しました。人事評価には「成
長支援制度」というシステムを導入しました。
一般社員は本人が自己評価をし、同時に
直属の上司が評価した内容と突き合わせる
面談を定期的に行います。以前は、たとえば
土木部長が50人の部下を全員評価し、
フィードバックもありませんでした。それでは
納得感もコミュニケーションの機会もない。
制度改革は、顧問をマッチングするプラッ

トフォームで紹介していただき、面談を行うこ
とで弊社の考えを共有できる方を見つけ、業
務委託でお願いしたという経緯です。
その方は人事コンサルタントとして活躍さ
れている方で、月1回経営として目指すべき
方向をすり合わせ、必要な人事施策を共に
作り上げています。そのほか、懇意にしてい
る大学の先生にもご協力いただいています。
外部人材をうまく活用することが人事施策を
考える上でとても大切だと考えます。

宮崎県では『ひなたの極
きわみ

』認証制度ができ
ました。働きやすい職場づくりを行う企業に
対し知事が認証する制度です。弊社も
2022年から社内委員会を立ち上げ、「ひな
たの極」認証を取り、幅広くPRできる会社
になろうと働き方改革を始めました。
最初は「出版＝残業が多い」イメージから
変えようと。それまで締め切り前は22～23
時まで残業したり、休日出勤しても振替休日
を希望しない人は取らずに終わったりしまし

た。まずノー残業デーを週2回設け、残業時
間の削減に取り組みました。
有給休暇も取得率が低かったので、年度
始めに「○日有休を取れます」としっかり伝
え、取りやすい雰囲気づくりを進め、2024
年「ひなたの極」認証を受けました。2025
年度からは年間休日120日に変えています。
認証制度もあって会社説明会で働きやす

い環境をPRでき、応募してくれる人はじわじ
わ増えて、よい流れになりつつあります。

専門家の活用によって状況を変える 

自社のみで採用や定着の課題を解決しよ
うとすると、既存の慣習や社内のしがらみに
縛られ、改善が進まないことが少なくありま
せん。
取り組みを進めている企業の中には、人

事コンサルタントや社労士などを起用し、第
三者の視点で組織の課題を解決する企業が
ありました。外部のプロであれば、従業員も
心理的な安全性を感じて、配置転換の希望
や人間関係の悩み、経営への批判的な意
見も話しやすくなります。
また、透明性の高い人事評価制度や給
与体系を構築する際にも、他社事例に精通
した専門家の知見を借りることで、従業員が
納得できる公正なルールを整備し、結果とし
て離職防止につなげることができます。

外部アドバイザー、顧問サービス 
などを活用する企業も

中小企業にとって、人材面で改革を進め
る際、専任担当者を雇用することは大きなコ
スト負担となります。
そこで、マッチングプラットフォームなどを
通じて必要なときだけ外部のアドバイザーや
顧問を業務委託で活用することで、高度な

人事戦略を低コストで導入している企業があ
りました。
たとえば、月数回の定期的な面談を通じて、
経営目標に連動した等級制度や報酬体系
の策定を伴走支援してもらったというケース
です。また、デジタル化やDX推進でも、外
部の専門家や教育プログラムが関与するこ
とで、現場の意識改革を含めた包括的な変
革が期待できます。

行政や経済団体、 
業界団体などとの連携の検討を 

企業の信頼性を高めるためには、行政や
経済団体、業界団体などが提供する公的な
認定制度を積極的に活用することも有効
です。
第三者機関からのお墨付きを得ることで、

求職者やその家族、取引先からの信頼性が
高まり、採用において大きなアドバンテージ
となります。
自治体などが実施する働きやすい職場づ

くりの認定制度などを、自社の現状を客観的
に見直す機会として活用していた企業もあり
ます。認定を得るプロセスの中で、それまで
曖昧だった有給休暇の取得奨励や産休・育
休明けの正社員登用制度を明文化し、組織
体制を整え直した事例も見受けられています。
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CASE 01

株式会社ユリーカ
情報通信業業種

60人従業員数

1981年創業年

CASE 02

株式会社ビジュアルソフト
情報通信業業種

134人従業員数

1996年創業年

地域で人材を奪い合う競合他社は
ライバルである

過去の常識

地域、業界で力を合わせて
採用・育成する

これからの考え方

長野で専門性の高いSEは、完全に枯渇
している状況。これを打開するための組織・
体制を作ろうと、私が呼び掛けて事業協同
組合を立ち上げました。下請け構造ではなく、
組合が大型案件を受注し、その後組合員が
フラットな状態で一定単価で請け負います。
取り組みを通じて、会社全体そして地域全体
のITレベルを引き上げていくことにつなげた
いと思っています。
この取り組みを通じて、メンバー間交流や

情報交換など、お互い助け合う関係性がで
きたことも大きいです。たとえば、月1回の会
議で「あの採用メディアはいい感じだったよ」
など情報交換をします。また、ある社長が重
病になった際、別の会社の社長が社名とメ
ンバーを残す形で吸収合併してくれたことも
あります。
中小企業で得られる知見は限られますが、
他社との交流を通じて知識や経験の幅を広
げることができます。

福井で働くエンジニアを創出するため、当
社を含め福井県に本社を置くIT企業5社が
協力し、学生一人ひとりを応援する「ITラボ
ふくい」という団体を立ち上げました。5社
の人事担当者が話し合い、IT企業が協働
で学生にアプローチする活動をスタートさせ
たのです。
当社の場合は採用人数の約3分の1が

「ITラボふくい」のイベントで接点を持ち、イ
ンターンシップなどでつながった学生ですか

ら、非常に効果があると実感しています。
県の定住促進課にも活動のねらいを話し、
各社の事業継続と同時に人口流出を防ぐ取
り組みである点を評価してもらい、2年前か
らイベントは県との共催となりました。県も、
地元企業で働き、キャリアアップしたいとい
う若者たちが増えることを望んでいます。だ
から目的は同じ。こうして粘り強く活動する
中で、地元メディアにも取り上げられるなど、
県内での認知も広がっています。

自社単独で十分な人材を確保する 
ことは困難と認識する 

地域内の限られた労働人口を巡って、近
隣の企業同士で人材を奪い合う消耗戦を続
けていては、いずれ地域全体が疲弊し、共
倒れになってしまいます。若者の都市部へ
の流出が止まらない中、一社単独での採用
力には限界があります。
これからの時代は、競合他社を単なるライ
バルと見るのではなく、共に地域を支える
パートナーとして捉え直し、手を組んで人材
確保に当たるという視点の転換が必要です。
地域全体で魅力的な雇用環境を作らなけれ
ば、人材そのものが地域からいなくなってし
まうという危機感を共有すべきです。

業界横断での共同採用も

採用活動そのものを、地域の同業他社や
異業種と共同で行う動きが始まっています。
複数の企業が連携して合同説明会を開いた
り、共通の採用ブランドを立ち上げたりする
ことで、スケールメリットを生かし、学生への
訴求力を高めることができます。
たとえ自社に入社しなくても、連携する地
域の他社に入社すれば「地域への定着」と
いう観点では成功と捉えるという、広い視野

での採用活動が求められます。業界の枠を
超えて「この地域で働くこと」の魅力を発信
し、人材のプールを共有するような取り組み
が、結果として各社の人材確保につながり
ます。

地域全体で若手を育成 
企業と共に生き残る地域へ

採用だけでなく、育成においても地域全
体で連携することが有効です。新入社員研
修を合同で実施したり、若手社員同士が交
流できる「地域同期」のようなコミュニティを
作ることで、若手の孤立を防ぎ、定着率を高
めることができます。一企業の中だけでは得
られない刺激や、相談できる社外の同期の
存在は、若手にとって大きな支えとなります。
地域全体が一つの育成の場となり、企業

同士が協力して人を育てるシステムを作る。
従業員の生産性を高め、都市部にも負けな
い待遇を実現することが、企業と地域が共に
生き残るための持続可能なモデルとなります。


